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総
合
事
業
と
は

■問い合わせ先　更埴庁舎・高齢福祉課（内線5521）

４月から

団
塊
の
世
代
が
75
歳
以
上
と
な
る
平

成
37
年
に
向
け
て
、
高
齢
者
が
住
み
慣

れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を
続

け
ら
れ
る
よ
う
地
域
全
体
で
高
齢
者
を

支
え
、
高
齢
者
自
身
も
要
介
護
状
態
に

な
ら
な
い
よ
う
に
介
護
予
防
に
努
め
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

介
護
保
険
法
の
改
正
に
よ
り
、
市
で

は「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合

事
業（
以
下
、
総
合
事
業
）」を
平
成
29

年
４
月
１
日
か
ら
始
め
ま
す
。

総
合
事
業
は
、
65
歳
以
上
の
人
を
対

象
と
し
て
、
そ
の
人
の
状
態
や
必
要
性

に
合
わ
せ
て
、
ま
た
、
自
立
や
社
会
参

加
に
向
け
て
、
介
護
予
防
や
生
活
支
援

な
ど
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
や
取
組
み
を
広

げ
て
い
く
も
の
で
す
。

平成29年３月まで 平成29年４月から

介護給付【要介護1～5】

介護予防給付【要支援1・2】

介護予防事業

現行どおり

現行どおり

介護給付【要介護1～5】

介護予防給付【要支援1・2】

総合事業
介護予防・生活支援サービス事業

一般介護予防事業

総合事業へ移行

総合事業へ移行

・訪問型サービス
　（ホームヘルプ）
・通所型サービス
　（デイサービス）

要支援1・2、事業対象者
（事業対象者：基本チェックリスト
を実施し国の基準に該当した人）

Ｐｏｉｎｔ１
　
多
様
な
主
体
に
よ
る

　 

多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
展
開

高
齢
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応

や
地
域
の
中
で
役
割
を
持
ち
な
が
ら
生

活
を
送
る
た
め
に
、
今
後
、
高
齢
者
を

含
め
た
幅
広
い
住
民
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
民
間

企
業
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
介
護
事
業
者
、

各
種
団
体
、
行
政
な
ど
が
協
働
し
て
、

高
齢
者
に
対
す
る
生
活
支
援
な
ど
の
サ

ー
ビ
ス
を
充
実
し
て
い
き
ま
す
。

介
護
予
防
訪
問
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・訪問入浴
・福祉用具貸与　など
・介護予防訪問介護
　（ホームヘルプサービス）
・介護予防通所介護
　（デイサービス）

Ｐｏｉｎｔ
２

一般介護予防事業 通所型サービス 訪問型サービス
介護予防教室、介護予防講座な
どの内容は3月発行の「平成29
年暮らしのカレンダー」をご覧く
ださい。

通所介護施設に通い、食事・入
浴の支援や運動などを日帰りで利
用できます。

が始まります

介護予防・日常生活支援

総合事業

訪問介護員による掃除・洗濯・
入浴の支援などを受けられます。

を
総
合
事
業
に
移
行

＊詳細は、担当のケアマネージャー、地域包括支援センターへ相談してください

こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
国
基
準
の

サ
ー
ビ
ス
の
ほ
か
に
、
国
基
準
を
緩

和
し
た
市
基
準
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス

を
実
施
し
ま
す
。

（Ｑ１参照）
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よ
く
あ
る
質
問

原
則
と
し
て
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ

ス
及
び
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
は
そ
の
ま
ま
利

用
し
て
い
た
だ
き
、
新
た
な
要
支
援
認

定
有
効
期
間
の
開
始
に
併
せ
て
総
合
事

業
の
訪
問
型
及
び
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
に

順
次
移
行
に
な
り
ま
す
。

今
ま
で
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
ま

せ
ん
が
、４
月
か
ら
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な

ど
総
合
事
業
を
利
用
す
る
に
は
ど
う

し
た
ら
い
い
で
す
か
？

現
在
、
要
支
援
１
・
２
で
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
て
い
る
人
は
ど
う
な
り
ま
す

か
？

お
近
く
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。総
合
事
業
の
サ

ー
ビ
ス
の
み
利
用
の
場
合
は
、基
本
チ
ェ

ッ
ク
リ
ス
ト（
本
人
の
生
活
機
能
の
状
況

を
確
認
す
る
質
問
票
）を
実
施
し
、
事
業

対
象
者
に
該
当
す
れ
ば
要
支
援
認
定
を

受
け
ず
に
、
迅
速
に
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

Ｑ1Ａ1Ａ2 Ｑ2

Ｐｏｉｎｔ
３

サ
ー
ビ
ス
利
用
の

手
続
き
の
一
部
を
簡
素
化

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
、
通
所
型
サ
ー
ビ

ス
の
み
を
利
用
す
る
場
合
は
、
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
な
ど
と
相

談
の
う
え
で
、
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

（
生
活
機
能
の
状
況
を
確
認
す
る
質
問

票
）に
よ
る
判
定
を
行
な
い
ま
す
。
生

活
機
能
の
低
下
が
あ
る
と
判
定
さ
れ
た

場
合
に
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
な

ど
で
行
な
う
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
よ

り
、
要
介
護
要
支
援
認
定
を
受
け
な
く

て
も
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

サービス利用の流れ

65歳以上の方で

日常生活に不安がある人

身体や心のことで

介護予防に取り組みたい人

日常生活や心身の状況、利用したいサービスなどについて

高齢福祉課、地域包括支援センターに相談

＊相談の状況により基本チェックリストか要介護認定申請か選
んでいきます

基本チェックリスト実施 要介護認定申請

自立した生活
を送れる人

生活機能の
低下がある人
（事業対象者）

地域包括支援センターなどで希望の
サービスなどを相談
（ケアマネジメントによるプラン作成）

非該当 要支援１・２ 要介護１～５

介護保険の
サービス

（予防給付含む）

一般介護予防事業 介護予防・生活支援サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

65歳以上のすべての 要支援1・2、基本チェックリ
スト該当者で、サービスの利
用が必要な人が利用します。

人が利用でき
ます

必要に応じて

40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
人
は
、
総
合
事

業
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
ま
す
か

Ａ3 Ｑ3
総
合
事
業
は
65
歳
以
上
の
方
を
対
象
と

し
て
い
ま
す
。サ
ー
ビ
ス
利
用
に
は
要
支

援
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。


